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佐倉市営自転車駐車場の管理に関する協定書（例）  

 

１．施設の名称及び位置 

施設の名称（下記の自転車駐車場全施設をあわせ

て「佐倉市営自転車駐車場」という。） 
施設の位置 

ＪＲ佐倉駅北口自転車駐車場 佐倉市表町三丁目10番地２ 

ＪＲ佐倉駅南口自転車駐車場 佐倉市大崎台一丁目18番地１ 

京成佐倉駅北口水路自転車駐車場 佐倉市宮前三丁目41番地２ 

京成佐倉駅南口自転車駐車場 佐倉市栄町12番地６ 

京成臼井駅北口第一自転車駐車場 佐倉市稲荷台一丁目10番地11 

京成臼井駅北口第二自転車駐車場 佐倉市稲荷台一丁目７番地８ 

京成臼井駅南口自転車駐車場 佐倉市王子台三丁目30番地６ 

京成志津駅北口自転車駐車場 佐倉市上志津1672番地７ 

京成志津駅南口自転車駐車場 佐倉市上志津1660番地38 

京成ユーカリが丘駅前上座跨線橋下自転車駐車場 佐倉市上座592番地３ 

京成ユーカリが丘駅南口自転車駐車場 佐倉市南ユーカリが丘522番地１ 

京成大佐倉駅南口自転車駐車場 佐倉市大佐倉164番地１ 

 

２．指定の期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

佐 倉 市 と            とは、佐倉市公の施設に係る指定管理者の指

定の手続等に関する条例（平成17年佐倉市条例第21号。以下「指定手続条例」という。）第

８条の規定に基づき、次の条項によって協定を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

 この協定の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

住所又は所在地  千葉県佐倉市海隣寺町97番地 

商号又は名称   佐 倉 市 

代表者名又は氏名 市 長  西田 三十五  印 

 

住所又は所在地   

商号又は名称    

代表者名又は氏名  



【資料４】標準協定書 

【資料４】標準協定書 

目次 

 

第１章 総則････････････････････････････････････････････････････････１ 

第1条 目的 

第2条 基本合意 

第3条 指示等及び協議の書面主義 

第4条 事業年度 

第5条 権利義務の譲渡等 

第6条 管理業務の委託等 

第7条 管理業務の遂行に伴い生じた著作権等の取扱い 

第8条 秘密の保持等 

第２章 実施体制等･･････････････････････････････････････････････････２ 

第9条 業務主任担当者 

第10条 実施体制の準備 

第11条 許認可及び届出等 

第12条 指定期間中の保険 

第３章 業務の遂行･･････････････････････････････････････････････････３ 

第13条 管理業務 

第14条 独自事業 

第15条 協定外業務の禁止 

第16条 文書の管理及び保存 

第17条 廃棄物の処理及び環境への配慮 

第４章 事業計画に関する事項････････････････････････････････････････４ 

第18条 年次計画書 

第５章 利用料金に関する事項････････････････････････････････････････５ 

第19条 利用料金の収受 

第20条 利用料金の設定 

第21条 利用料金の減免の取扱い 

第22条 利用料金の還付の取扱い 

第23条 利用者への周知 

第６章 管理経費の額及び支払方法に関する事項････････････････････････６ 

第24条 委託料の金額 

第25条 支払いの方法 

第26条 資金の管理 

第27条 財務処理 

第28条 帳簿書類の提出等 



【資料４】標準協定書 

【資料４】標準協定書 

第７章 事業報告に関する事項････････････････････････････････････････７ 

第29条 事業報告等 

第８章 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項････････････････８ 

第30条 指定取消等 

第31条 指定管理者による指定の取消しの申出 

第９章 情報公開及び個人情報の保護･･････････････････････････････････９ 

第32条 情報公開の責務 

第33条 管理文書等の開示 

第34条 情報公開の総合的推進 

第35条 個人情報保護の責務 

第36条 個人情報等の取扱い 

第37条 個人情報の開示等 

第10章 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項････････････････････10 

第38条 管理物件等 

第39条 施設の使用等 

第40条 管理物件の管理 

第41条 管理物件の修繕等 

第42条 管理物件の帰属 

第43条 管理物件の現状変更等 

第11章 行政手続等････････････････････････････････････････････････11 

第44条 意見陳述のための手続 

第45条 苦情処理 

第12章 危険の分担等･･････････････････････････････････････････････12 

第46条 リスク分担 

第47条 指定管理者の法令上の責任 

第48条 業務従事者災害等 

第49条 租税公課 

第50条 第三者への損害賠償 

第13章 指定期間の終了に伴う処置･･････････････････････････････････13 

第51条 原状回復等 

第52条 事務の引継ぎ 

第14章 債務不履行････････････････････････････････････････････････14 

第53条 債務不履行に対する指定管理者の責任 

第15章 雑則･･････････････････････････････････････････････････････15 

第54条 事故発生時の報告 

第55条 災害時等の施設利用 



【資料４】標準協定書 

【資料４】標準協定書 

第56条 変更事項の届出 

第57条 協定の変更 

第58条 協定の解除 

第59条 協定の解釈 

 

 

別紙 

１ 業務基準書 

２ 個人情報等取扱特記事項 

３ 佐倉市営自転車駐車場位置図 

４ 設備・備品一覧 

５ リスク分担表 

６ 広報活動ガイドライン 

７ 事業計画書 

８ 独自事業計画書 



【資料４】標準協定書 

【資料４】標準協定書 - 1 - 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本協定（別紙１から別紙７までを含む。以下同じ。）は、佐倉市（以下「市」とい

う。）及び〔         〕（以下「指定管理者」という。）が相互に協力し、佐

倉市営自転車駐車場（以下「本施設」という。）を適正かつ円滑に管理運営するため、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

（基本合意） 

第２条 指定管理者は、本施設の指定管理者として、別紙１「業務基準書」に掲げる関係法

令等（以下「関係法令等」という。）を遵守し、及び本協定に従い、善良な管理者の注意

をもって本業務（第13条第１項各号に規定する業務（以下「管理業務」という。）及び第

14条第１項に規定する独自事業をいう。）を行う。 

２ 指定管理者は、指定管理者制度の趣旨及び本施設の設置目的を尊重し、本業務を効率的

に遂行するとともに、サービスの質の向上を図るものとする。この場合において、指定管

理者は、利用者の意見及び要望等を的確に把握し、本業務に反映させるよう努めなければ

ならない。 

３ 市は、本業務が民間事業者によって遂行されることを十分理解し、その趣旨を尊重する

ものとする。 

 

（指示等及び協議の書面主義） 

第３条 本協定に定める指示、請求、通知、報告、申出、承認等（以下「指示等」という。）

は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、市及び指定管理

者は、前項の指示等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び指定管理者は、

既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。 

３ 前２項の規定は、軽易な事項と認められる場合は、適用しないものとする。 

４ 市及び指定管理者は、本協定の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面

に記録するものとする。 

 

（事業年度） 

第４条 本協定における事業年度は、指定期間の毎年４月１日から翌年３月31日までの期

間とする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 指定管理者は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継さ
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せてはならない。ただし、市が特に認めた場合は、この限りでない。 

 

（管理業務の委託等） 

第６条 指定管理者は、管理業務の全部を一括して、又は別紙１「業務基準書」において指

定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 指定管理者は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、

当該業務の内容及び委託又は請負の期間等について、あらかじめ市の承認を得なければ

ならない。当該業務の内容、委託先及び委託又は請負の期間を変更したときも、同様とす

る。 

３ 前項の規定に関わらず、第18条に規定する年次業務計画書において当該業務の内容及

び委託又は請負の期間等を定め、同条の規定による市の承認を得たときは、前項の承認を

得たものとみなす。 

４ 指定管理者は、前２項の手続を経て第三者と契約等を締結したときは、遅滞なく当該契

約に係る契約書等の写しを市に提出しなければならない。 

５ 指定管理者が管理業務の一部を委託し、又は請け負わせた第三者の責めに帰すべき事

由により生じた損害及び増加費用は、全て指定管理者の責めに帰すべき事由により生じ

た損害及び増加費用とみなし、指定管理者がこれを負担するものとする。 

 

（管理業務の遂行に伴い生じた著作権等の取扱い） 

第７条 管理業務の遂行に伴い、著作権その他の知的財産に関する権利が指定管理者に生

じたときは、指定期間終了後、当該権利を市に移転するものとする。 

 

（秘密の保持等） 

第８条 指定管理者は、本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 指定管理者は、本業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写さ

せ、又は譲渡してはならない。ただし、市の承認を得たときは、この限りでない。 

 

 

第２章 実施体制等 

 

（業務主任担当者） 

第９条 指定管理者は、本業務の履行について業務内容の管理をつかさどる業務主任担当

者（当該業務に関し、主として指揮及び監督を行う者をいう。）を定め、市に書面により

通知するものとする。その者を変更したときも、同様とする。 

 

（実施体制の準備） 
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第10条 指定管理者は、指定期間の開始の日の前日までに、管理業務の遂行に必要な資格を

取得し、及び必要な資格その他の能力を有する人員を確保し、並びに必要な訓練及び研修

等を完了するほか、本業務を遂行するために必要な一切の準備を指定管理者の負担にお

いて行うものとする。 

２ 市は、指定管理者が前項の準備を円滑に行うために必要があると認めたときは、指定期

間の開始の日の前日まで本施設を管理している団体が指定管理者に対して行う事務の引

継ぎ等に関し、必要な指示を行うものとする。 

 

（許認可及び届出等） 

第11条 指定管理者は、本協定に基づき、管理業務を遂行するために必要となる一切の許認

可及び届出等を自己の責任及び費用において取得し、又は実施するものとする。ただし、

市の単独申請に係る許認可及び届出等については、市の責任及び費用においてこれを取

得し、又は実施するものとする。 

２ 指定管理者は、前項の申請に係る許認可がなされたとき又は前項の届出を行ったとき

は、当該許認可又は届出に係る文書の写しを市に提出しなければならない。 

３ 市及び指定管理者は、第１項の許認可の取得及び届出等の実施について相互に協力す

るものとする。 

 

（指定期間中の保険） 

第12条 指定管理者は、指定期間中に、別紙１「業務基準書」に記載する保険に加入したと

きは、当該保険に係る保険証券の写しを市に提出しなければならない。 

 

 

第３章 業務の遂行 

 

（管理業務） 

第13条 指定管理者は、佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例（平成５年佐倉

市条例第19号。以下「設置管理条例」という。）第５条の規定により、次に掲げる業務を

行う。 

（１）本施設及び設備の維持管理に関する業務 

（２）本施設及び設備の利用の許可に関する業務 

（３）その他市長が必要と認める業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目、基準、実施条件その他必要な事項は、別紙１「業務基準

書」に定めるとおりとする。 

 

（独自事業） 
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第14条 指定管理者は、本施設の設置目的を達成するため、管理業務の遂行を妨げない範囲

において、自己の責任と費用により、指定管理者として独自事業を実施することができる。 

２ 指定管理者は、前項の独自事業を実施しようとするときは、あらかじめ市に計画書を提

出し、承認を得なければならない。 

３ 前項の規定に関わらず、第18条に規定する年次業務計画書及び年次収支計画書に記載

し市の承認を得た事業については、前項の承認を得たものとみなす。 

 

（協定外業務の禁止） 

第15条 指定管理者は、本施設において、本協定に掲げ、又は本協定に基づき市から指示を

受け、若しくは市の承認を得た以外の一切の業務を指定管理者として行ってはならない。 

 

（文書の管理及び保存） 

第16条 指定管理者は、本業務の遂行に伴い作成し、又は取得した文書等の管理及び保存に

関し必要な事項について文書管理規程等を定め、適正に管理しなければならない。 

 

（廃棄物の処理及び環境への配慮） 

第17条 指定管理者は、本業務に伴い排出される廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和45年法律第137号）並びに佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平

成10年佐倉市条例第19号）にのっとり、市の指示するところにより適正に処理し、廃棄物

の減量に努めなければならない。 

２ 前項に掲げるもののほか、指定管理者は、本業務の遂行にあたり、環境への配慮に努め

なければならない。 

 

 

第４章 事業計画に関する事項 

 

（年次計画書） 

第18条 指定管理者は、指定期間の年度毎に、市と協議の上、指定申請の際に市へ提出した

事業計画書、収支計画書その他計画書の内容を踏まえた年次業務計画書及び年次収支計

画書（以下「年次計画書」という。）を当該年度の前年度末までに市に提出し、その承認

を得るものとする。 

２ 年次計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 

（１）年次業務計画書に記載すべき事項 

  ア 団体の経営方針等に関する事項 

① 経営方針 

  イ 施設の経営方針に関する事項 
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① 施設の現状に対する考え方と将来展望 

② 施設運営に関する計画（サービス向上に関する方策、施設利用の向上に関す

る方策、管理経費に関する計画、トラブルの防止策と対処方法） 

  ウ 施設の管理に関する事項 

① 職員の配置計画（指揮命令系統がわかる組織図等を添付すること。） 

② 職員の勤務態様 

   エ 情報公開及び個人情報保護に関する事項 

   オ 緊急時における方策に関する事項 

① 防犯、防災の対応 

② その他緊急時の対応 

   カ その他特記事項 

 

（２）年次収支計画書に記載すべき事項 

  ア 収入の部 

  イ 支出の部 

  ウ 収支 

３ 指定管理者は、特に必要と認められるときは、市の承認を得て、第１項の年次計画書を

変更することができる。 

 

 

第５章 利用料金に関する事項 

 

（利用料金の収受） 

第19条 指定管理者は、設置管理条例第11条に掲げる本施設の利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）を収受し、これを指定管理者の収入とする。 

２ 指定管理者は、利用料金を本施設の管理業務の実施に要する費用に充てるものとする。 

 

（利用料金の設定） 

第20条 指定管理者は、設置管理条例第11条の規定により、同条例に定める額の範囲内にお

いて、あらかじめ市の承認を得て、利用料金の額を定めるものとする。 

２ 指定管理者は、利用料金の額を変更しようとするときは、変更しようとする日の６月前

までに、市の承認を得なければならない。 

 

（利用料金の減免の取扱い） 

第21条 指定管理者は、設置管理条例第12条及び佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に

関する条例施行規則（平成５年佐倉市規則第９号。以下「設置管理規則」という。）第９
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条の規定により、利用料金の減額又は免除を行うものとする。 

２ 指定管理者は、設置管理条例第12条第３号の規定により利用料金を減額又は免除しよ

うとするときは、あらかじめその基準を作成し、市の承認を得るものとする。 

３ 市は、指定管理者の行う利用料金の減額又は免除により指定管理者に生じる収入減に

対し、いかなる補てんも行わない。 

 

（利用料金の還付の取扱い） 

第22条 指定管理者は、設置管理条例第13条及び設置管理規則第10条の規定により、利用料

金の還付を行うものとする。 

２ 指定管理者は、設置管理条例第13条第３号の規定により利用料金を還付しようとする

ときは、あらかじめその基準を作成し、市の承認を得るものとする。 

 

（利用者への周知） 

第23条 指定管理者は、利用料金の額、支払方法、減免基準、還付基準等につき、施設利用

者への十分な周知に努めるものとする。 

 

 

第６章 管理経費の額及び支払方法に関する事項 

 

（委託料の金額） 

第24条 管理業務に係る指定管理者の業務遂行の対価として、市が指定管理者に対して支

払う各会計年度における委託料の金額は、次のとおりとする。 

年  度 金  額 うち消費税及び地方消費税 

令和８年度 円   円   

令和９年度   

令和10年度   

令和11年度   

令和12年度   

 

（支払の方法） 

第25条 指定管理者は、委託料の支払を請求しようとするときは、あらかじめ当該業務に係

る完了の確認を市に求めなければならない。 

２ 市は、前項による指定管理者の求めがあったときは、業務の完了を確認するための検査

を行い、適当と認めるときは、指定管理者の請求に基づき次表により業務委託料を支払うも

のとする。 
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回数 期 間 金 額 うち消費税及び地方消費税 

第１回 ４月から６月まで 円 円 

第２回 ７月から９月まで   

第３回 10月から12月まで   

第４回 １月から３月まで   

３ 市は、指定管理者から前項の支払請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に

支払わなければならない。 

４ 市の責めに帰する理由により、委託料の支払が遅れた場合は、指定管理者は、市に対し

て政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項に規定す

る率で計算した遅滞利息の支払を請求することができる。 

５ 指定管理者が市に対して違約金等の支払債務があるときは、市は、これを委託料から控

除することができる。 

６ 年次収支計画のうち支出されなかった額がある場合で、その原因が指定管理者の経営

努力によるものでないことが明らかであるものがあるときは、市は、これを委託料から控除

することができる。 

７ 賃金水準を測る指標等に一定以上の変動がみられた場合に、協議により、２年目以降の

委託料を変更できるものとする。 

８ 第20条第３項の規定により通知された設置管理条例第〔 〕条に定める額の変更に基づ

き、指定管理者が利用料金を変更する場合は、協議により、委託料を変更できるものとする。 

 

（資金の管理） 

第26条 指定管理者は、本業務に係る資金の収支について、他の会計と区分して経理し、独

立した帳簿により管理しなければならない。 

２ 指定管理者は、本業務に係る資金の収支について、団体本体とは独立した預金口座によ

り管理するものとする。 

３ 本業務に係る帳簿、預金通帳及び財務関係書類等は、当該業務の完了の日の属する年度

の翌年度から10年間保存しなければならない。 

 

（財務処理） 

第27条 指定管理者は、指定期間の開始の日の前日までに、本業務に係る財務事務の具体的

な処理方法等に関する財務事務処理規程を定め、当該規程に基づき、本業務に係る財務事

務を適正に処理するものとする。 

 

（帳簿書類の提出等） 

第28条 指定管理者は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第199条

第７項の規定による監査の実施にあたり、佐倉市監査委員が必要と認めたとき、又は市の
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要求があったときは、本業務に係る出納関連の事務に関する帳簿書類その他の記録を提

出し、又は出頭してその調査に協力しなければならない。 

２ 指定管理者は、市に対する法第98条第１項の規定による佐倉市議会の請求に基づく検

査又は同条第２項の規定による監査委員の監査のため、市が必要と認めたときは、市に対

し、本業務に係る出納関連の事務に関する帳簿書類その他の記録を提出し、又は出頭して

その調査に協力しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、指定管理者は、市が法第244条の２第10項の規定により指

定管理者に対して行う本業務又は経理の状況に関する報告の徴収及び実地調査に協力し

なければならない。 

 

 

第７章 事業報告に関する事項 

 

（事業報告等） 

第29条 指定管理者は、法第244条の２第７項及び指定手続条例第９条の規定により、毎年

度終了後２月以内（年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日

から起算して１月以内）に、事業報告書を作成し、市に提出しなければならない。 

２ 事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。 

 （１）管理業務の実施状況及び利用状況 

 （２）利用料金の収入の実績 

 （３）管理に係る経費の収支状況 

 （４）管理人の雇用の状態 

 （５）サービスの向上に関して実施した事項 

 （６）施設の利便向上に関して実施した事項 

３ 指定管理者は、第１項の事業報告書のほか、別紙１「業務基準書」に定めるところによ

り、四半期業務報告書及び月次報告書を各期間の終了後10日以内に提出するものとする。 

４ 事業報告書並びに四半期報告書及び月次報告書は、第14条第１項の規定により実施し

た独自事業の内容を含むものとする。 

５ 市は、指定管理者から事業報告書並びに四半期業務報告書及び月次報告書が提出され

たときは、速やかに審査し、必要に応じて実地について調査を行うものとする。 

６ 市は、前項の審査及び調査の結果、指定管理者が本協定に定める業務の基準、実施条件

その他これらに類する事項を満たしていないと判断したときは、業務の再履行、改善その

他の必要な指示を行うものとする。 
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第８章 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項 

 

（指定取消等） 

第30条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の２第11項及び指定手

続条例第11条第１項に基づき、指定管理者に対する指定管理者の指定を取り消し、又は

期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

（１）指定管理者が関係法令等又は本協定に違反したとき 

（２）指定管理者が指定管理者の責めに帰する理由により本協定に定める事項を履行し

ないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき 

（３）指定管理者が正当な理由なく本協定に基づく市の指示に従わないとき 

（４）指定管理者が佐倉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

（平成17年佐倉市規則第87号）第４条各号のいずれかに該当するに至ったとき 

（５）指定管理者が管理業務を履行する上で必要とされる資格の取消し又は停止を受け

たとき 

（６）前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指定管理者として本施設の管理を継続

することが適当でないと認められるとき 

２ 前項の場合において、市に損害が発生したときは、市は、その損害の賠償を指定管理

者に請求することができる。 

 

（指定管理者による指定の取消しの申出） 

第31条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しを申し出る

ことができる。 

（１）市が関係法令等又は本協定に違反したとき 

（２）市が市の責めに帰する理由により本協定に定める事項を履行しないとき又は履行

の見込みがないと明らかに認められるとき 

２ 前項の場合において、指定管理者に損害が発生したときは、指定管理者は、その損害

の賠償を市に請求することができる。 

 

 

第９章 情報公開及び個人情報の保護 

 

（情報公開の責務） 

第32条 指定管理者は、本施設の管理にあたって保有する情報の公開について、佐倉市情報

公開条例（平成13年佐倉市条例第２号。以下「情報公開条例」という。）第22条第１項の

規定により、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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（管理文書等の開示） 

第33条 指定管理者は、本業務の遂行に伴い作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られた記録をいう。）であって指定管理者が管理しているもの（以下「管理文書等」

という。）について利用者及び市民等（以下「利用者等」という。）から開示の申出があ

ったときは、適切に対応しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の開示の申出に対し、回答するにあたって、市に助言を求めること

ができる。 

３ 指定管理者は、開示の申出に係る回答に対して当該申出をした利用者等から異議の申

出があったときは、市に報告しなければならない。 

４ 前項の異議の申出があったときは、市は、指定管理者の回答に先立ち、指定管理者に対

し管理文書等の開示の取扱いについて指導又は助言を行うものとする。この場合におい

て、必要と認めるときは、市は、指定管理者に対し、当該異議の申出に係る管理文書等又

はその写しの提出を求めることができる。 

 

（情報公開の総合的推進） 

第34条 指定管理者は、前条に基づき管理文書等の開示を行うほか、情報公開条例の趣旨に

のっとり、情報の提供及び公表を積極的に推進し、本施設の管理及び運営に関する情報の

総合的な公開に努めるものとする。 

 

（個人情報保護の責務） 

第35条 指定管理者は、本業務の遂行に伴い保有する個人情報（佐倉市個人情報保護条例

（平成17年佐倉市条例３号。以下「個人情報保護条例」という。）第２条第１号に規定す

る個人情報をいう。以下同じ。）の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報

の適正な管理のため、個人情報保護条例第13条の２第１項の規定により、必要な措置を講

じなければならない。 

 

（個人情報等の取扱い） 

第36条 指定管理者は、本協定による業務を処理するための個人情報等の取扱いについて

は、別紙２「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（個人情報の開示等） 

第37条 指定管理者は、利用者等からの個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出（以下「開

示等の申出」という。）があったときは、個人情報保護条例第46条第１項の規定により、

適切に対応しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の個人情報の開示等の申出に対し、回答するにあたって、市に助言
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を求めることができる。 

３ 指定管理者は、開示等の申出に係る回答に対して当該申出をした利用者等から異議の

申出があったときは、市に報告しなければならない。 

４ 前項の異議の申出があったときは、市は、指定管理者の回答に先立ち、指定管理者に対

し個人情報の開示等の取扱いについて指導又は助言を行うものとする。この場合におい

て、必要と認めるときは、市は、指定管理者に対し、当該異議の申出に係る個人情報の記

録された管理文書又はその写しの提出を求めることができる。 

 

 

第10章 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項 

 

（管理物件等） 

第38条 指定管理者が管理する本施設の建物、設備及び備品（以下「管理物件」という。）

の内容は、別紙３「佐倉市営自転車駐車場位置図」及び別紙４「設備・備品一覧」のとお

りとする。 

 

（施設の使用等） 

第39条 指定管理者は、本施設の目的の達成に直接的に寄与しない業務のために本施設を

使用しようとするときは、佐倉市財務規則（平成元年佐倉市規則第６号）に定める行政財

産の使用許可を受けなければならない。 

２ 前項の使用のために指定管理者が支払う使用料は、佐倉市行政財産使用料条例（平成３

年佐倉市条例第７号）の定めるところによる。 

 

（管理物件の管理） 

第40条 指定管理者は、管理物件を善良な管理者の注意をもって管理し、管理業務の遂行に

使用するものとする。 

２ 指定管理者は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、市の承

認を受けたときは、この限りでない。 

３ 指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき理由又は不可抗力により管理物件を滅失

し、又は損傷したときは、速やかにその状況を市に報告しなければならない。 

 

（管理物件の修繕等） 

第41条 管理物件が、経年劣化その他の要因により業務の用に供することができなくなっ

た場合は、第46条に定めるところにより市又は指定管理者の負担と責任において修繕、購

入又は調達するものとする。ただし、市が特に認めたときは、修繕、購入又は調達をせず

に廃棄することができる。 
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２ 市及び指定管理者は、前項の規定により管理物件の修繕、購入又は調達を行ったときは、

指定管理者又は市に報告するものとする。 

３ 第１項に定めるところにより、市の負担及び責任において実施すべき修繕、購入又は調

達についても、本業務と一体として実施することが適当と認められる場合は、市と指定管

理者とが協議の上、市の負担において指定管理者に実施させることができる。 

 

（管理物件の帰属） 

第42条 前条の規定により指定管理者が管理物件の修繕、購入又は調達をしたときは、その

時点において当該管理物件の所有権は市に帰属するものとする。 

 

（管理物件の現状変更等） 

第43条 指定管理者は、管理物件の形状、形質等を変更してはならない。ただし、市の承認

を受けたときはこの限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による形状、形質等の変更は、指定管理者の負担で実施するものと

し、指定管理者は、当該現状変更部分について、将来にわたってその権利を主張しないも

のとする。 

３ 指定管理者は、管理物件以外の備品を設置しようとするときは、あらかじめ市に協議す

るものとする。 

 

 

第11章 行政手続等 

 

（意見陳述のための手続） 

第44条 指定管理者は、佐倉市行政手続条例（平成９年佐倉市条例第３号。以下「行政手続

条例」という。）第13条第１項の意見陳述のための手続を行うときは、市に対して事前に

通知するものとする。 

２ 市は、必要と認めたときは、指定管理者に対して、指定管理者が実施する意見陳述のた

めの手続に係る経過及び結果について報告を求めることができる。 

３ 指定管理者は、行政手続条例第13条第１項第１号に規定する聴聞の手続に関する必要

な事項について、佐倉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年佐倉市規則第

27号）に準じて行うものとする。 

４ 指定管理者は、行政手続条例第19条第１項の規定により聴聞を主宰する者を指名しよ

うとするときは、あらかじめ市に協議しなければならない。 

 

（苦情処理） 

第45条 指定管理者は、本業務の遂行に関し、利用者等から苦情があったときは、自己の責
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任及び費用において迅速かつ的確に対処するものとする。この場合において、指定管理者

は、当該苦情の内容、処理の経過及び結果について適切に記録するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、利用者等からの苦情の内容が、本業務の範囲又は指定管理者

の権限を超える事項に関するものであるときその他指定管理者が単独で対処することが

困難であるときは、指定管理者は、速やかに当該苦情の内容を市に報告し、市の指示に従

って対処するものとする。 

 

 

第12章 危険の分担等 

 

（リスク分担） 

第46条 市及び指定管理者は、管理業務を行うにあたって想定されるリスクについて、本協

定の条項に定めのあるもののほか、別紙５「リスク分担表」のとおり負担する。 

２ 独自事業を行うにあたって生じるリスクについては、指定管理者が負担するものとす

る。ただし、市の責めに帰すべきものについては、この限りでない。 

３ 前２項に定める以外の不測のリスクが生じた場合は、市と指定管理者とが協議の上、リ

スク分担を決定するものとする。 

 

（指定管理者の法令上の責任） 

第47条 指定管理者は、本業務従事者に係る労働基準法（昭和22年法律第49号）、職業安定

法（昭和22年法律第141号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労働安全衛生法（昭

和47年法律第57号）及び雇用保険法（昭和49年法律第116号）の規定その他による労務に

関する一切の責任を負わなければならない。 

 

（業務従事者災害等） 

第48条 指定管理者は、本業務の履行に関し生じた指定管理者の業務従事者の災害等につ

いては、全責任をもって措置し、市は、責任を負わないものとする。ただし、別紙５「リ

スク分担表」に別の定めがある場合は、この限りでない。 

 

（租税公課） 

第49条 本業務の遂行に関連して生じる租税公課は、本協定に別段の定めがある場合を除

き、全て指定管理者の負担とする。 

 

（第三者への損害賠償） 

第50条 指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場

合は、損害を賠償しなければならない。 
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２ 前項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ市が損害を賠償したときは、市

は、指定管理者に対して求償権を有するものとする。 

 

 

第13章 指定期間の終了に伴う処置 

 

（原状回復等） 

第51条 指定管理者は、指定期間を終了したとき、又は法第244条の２第11項及び指定手続

条例第11条第１項の規定により指定を取り消されたときは、自己の責任及び費用におい

て、速やかに本施設の土地、建物、設備及び備品を原状に復するものとする。 

２ 前項の場合において、指定管理者が正当な理由なく、本施設の土地、建物、設備及び備

品を原状に復しないときは、市は、指定管理者に代わって本施設の土地、建物及び設備を

原状に復し、並びに備品以外の動産の撤去及び処分を行うことができる。この場合におい

て、指定管理者は、市の要した費用を負担しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、前項の原状回復の全部又は一部を行わない

ことについて市の承認を得たときは、別途市が指定する状態で本施設を明け渡すことが

できるものとする。 

 

（事務の引継ぎ） 

第52条 指定管理者は、指定期間が終了したとき、又は法第244条の２第11項及び指定手

続条例第11条第１項の規定により指定を取り消されたときは、市の指示に基づき、指定

管理者の負担において、市及び次の指定期間の指定管理者に対して、速やかに事務の引

継ぎを行うものとする。 

 

 

第14章 債務不履行 

 

（債務不履行に対する指定管理者の責任） 

第53条 指定管理者が本協定に違反したときは、その取扱いが本協定に定められているも

のを除き、市は、指定管理者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行請求と

ともに損害賠償の請求（以下この条において「請求等」という。）をすることができる。

ただし、損害賠償については、指定管理者がその責めに帰すべからざることを立証したと

きは、この限りでない。 

２ 前項の規定による請求等は、指定期間の終了した日から２年以内に行わなければなら

ない。ただし、その違反が指定管理者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請

求をできる期間は、業務の完了の日から10年とする。 
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３ 第１項の規定による請求等は、具体的な違反の内容、請求する損害額の算定の根拠等当

該請求等の根拠を示して、指定管理者の債務不履行の責任を問う意思を明確に告げるこ

とで行う。 

４ 市は、指定期間の終了の際に本協定に関して指定管理者の違反があることを知ったと

きは、第１項の規定にかかわらず、その旨を知った日から１年以内に指定管理者に通知し

なければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、指定管理

者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。 

５ 第１項の規定は、指定管理者の協定違反が別紙１「業務基準書」の記載内容、市の指示

又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、指定管理者がそ

の記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを市に通知しなか

ったときは、この限りではない。 

 

 

第15章 雑則 

 

（事故発生時の報告） 

第54条 指定管理者は、施設内において人身事故、管理物件の損傷その他の事故が発生し、

又は不測の事態が生じた場合は、直ちに市に報告するとともに、市の指示に基づき適切に

対処しなければならない。 

 

（災害時等の施設利用） 

第55条 市は、災害等の発生により必要があると認めるときは、本施設を避難所等として使

用することができる。 

２ 前項の場合において、指定管理者は、市に協力するものとし、市と指定管理者の業務分

担及び費用負担等については、協議により定める。 

 

（変更事項の届出） 

第56条 指定管理者は、団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び定款、寄附

行為その他これらに準ずるものに変更があったときは、変更したことを証する書類を添

付のうえ遅滞なく市に届け出なければならない。 

 

（協定の変更） 

第57条 本施設の管理に関し特別な事情が生じたときは、市と指定管理者とが協議の上、本

協定を改定することができる。 

 

（協定の解除） 



【資料４】標準協定書 

【資料４】標準協定書 - 16 - 

第58条 本協定は、指定の期間が終了したとき、又は法第244条の２第11項及び指定手続

条例第11条第１項の規定により指定管理者の指定が取り消されたときは、解除されるも

のとする。 

 

（協定の解釈） 

第59条 本協定に定めのない事項又は本協定について疑義を生じた場合は、必要に応じて

市と指定管理者とが協議の上、これを定めるものとする。 


